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１．はじめに 

 

平成 18年の第 5次医療法改正により、平成 19年 4月 1日以降、出資持分のあ

る医療法人（以下「持分あり医療法人」という。）は経過措置医療法人として位

置付けられ、出資持分のない医療法人（以下「持分なし医療法人」という。）の

みが設立可能となりました。厚生労働省1の資料によると、令和 7年 3月末時点の

医療法人総数 59,419法人に対し、持分あり医療法人は 35,766法人、持分なし医

療法人は 23,653 法人です。依然として約 6 割以上が持分あり医療法人となって

います2 。 

 

 持分あり医療法人の出資者は、当該法人に対する財産権（出資持分）を有して

おり、この財産権が相続や贈与等によって他に移転すると、通常、取引の内容に

応じた課税関係が生じることになります。医療法人は配当が禁止されており、各

事業年度の利益がそのまま純資産として蓄積しやすいことから、歴史のある優良

法人であればあるほど、移転時の出資持分の評価額や課税負担が高額となってい

るケースが多いといえます。 

 

納税者が、自らの資産だけで当該課税負担に耐えられない場合、納税資金を確

保するために、外部からの借入を行う、または医療法人に対する出資持分の払戻

請求権を行使せざるを得ない状況等も想定されます。その場合、出資持分を承継

した個人（多くは後継者）や医療法人に大きな負担が生じることとなり、場合に

よっては医療法人の事業継続性が危ぶまれる事態にもなりかねません。 

 

そのため、持分あり医療法人における円滑な事業承継を考えるうえでは、社員

や理事の交代（経営権の承継）に加えて、出資持分の承継対策（財産権の承継）

を計画的に実行することが重要といえます。 

 

 

２．持分あり医療法人における承継の選択肢の整理 

  

持分あり医療法人における承継の選択肢は、以下のように整理できると考えら

れます（図表 1）。 

 

 

 

 

 
1 厚生労働省「種類別医療法人数の年次推移」 
2 医療法人の形態には社団と財団がありますが、持分あり医療法人は全て社団となります。 
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【図表 1】持分あり医療法人の出資持分承継の選択肢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）野村資産承継研究所作成 

 

持分あり医療法人においては、多くのケースで、創業オーナー一族である理事

長及びその親族が社員・理事に就任して経営権を掌握し、ファミリー経営による

同族支配が行われています。同族内承継を前提とすると、そのような同族支配を

継続したいかどうかによって、選択肢が分かれることになります。 

 

 同族支配を継続したい場合、「持分あり医療法人の形態を維持」するか、「持

分なし医療法人に移行」するかの 2 択になり、具体的には、以下（図表 2）のよ

うに整理できます。 

 

【図表 2】同族支配継続を前提とした場合の選択肢の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）野村資産承継研究所作成 
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 一方、同族支配を継続しなくてもよい場合、社会医療法人や特定医療法人への

移行が選択肢に含まれることになります。しかし、これらの法人に認定されるた

めには非常に高いハードルをクリアする必要があり、多くの持分あり医療法人に

おいては現実的な選択肢とはならないことが想定されるため、本稿では以下、同

族支配継続を前提とした選択肢について解説します。 

 

 

３．持分あり医療法人における主な出資持分承継手法（同族支配継続） 

 

(ア) 持分あり医療法人を継続 

 

① 医療法人の出資持分の税務上の評価 

 持分あり医療法人を継続する場合、出資持分を何らかの手法により後継者等に

移転し、財産権を維持したまま事業承継を行うこととなります。その際の課税負

担を検討するうえで重要になるのが、移転時の出資持分の税務上の評価です。医

療法人の出資持分の税務上の評価は、多くの場合、相続税法上の評価方法（財産

評価基本通達における「取引相場のない株式」に準じた評価方法）3により行われ

ます。 

 

 財産評価基本通達（以下「評価通達」という。）における原則的評価方法は、

会社規模区分に応じて、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」のいず

れか、あるいはこれらの折衷価額を用いるというものです。各手法の詳細な解説

は割愛しますが、対象となる医療法人の「利益」や「純資産」が増加すると、そ

れに応じて評価額も高まるような計算構造になっています。  

 

したがって、例えば、理事長が退任する際に退職金を支給する等、医療法人の

「利益」や「純資産」が大きく下がるような取引が生じた場合、出資持分の相続

税法上の評価額も減少する可能性が高く、そのようなタイミングで出資持分の移

転を計画しておくことで、課税負担を抑えることができる可能性があります。 

 

 なお、本稿執筆時点（令和 8年 5月）において、評価通達における「取引相場

のない株式」の評価に関する見直しの議論が進んでおり4、議論の行方次第では、

医療法人の出資持分の評価方法にも大きな変更が生じる可能性があります。早け

れば、令和 9年度税制改正に有識者会議の議論の内容等が盛り込まれ、令和 10年

 
3 相続や贈与等による移転の際の税務上の評価だけでなく、個人間の譲渡や個人・法人間の譲渡等、所得税や法人税が適

用される場面においても、多くのケースで相続税法上の評価額（財産評価基本通達に基づく価額）が準用されます。 
4 令和 8年 4月 20 日に、第 1回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議が開催され、当会議において、原則的評

価方式における各評価方式の間に係る評価額の乖離（類似業種比準価額は純資産価額に比べて相当低い水準にあるため、

類似業種比準価額を適用する割合がより高くなる規模の大きな区分の会社ほど評価額が相対的に低く算定される）や、

そのような乖離を誘因とした評価額圧縮スキームに評価制度の中で対応する必要がある等の議論が行われています。 
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度以降に適用が想定されるとの報道等も確認されており、今後、出資持分の承継

対策を検討するうえでは、当改正の動向を注視していく必要があります。 

 

② 個人（後継者）への贈与・相続・譲渡 

 個人に出資持分を移転するための代表的な手法として、贈与・相続・譲渡によ

る承継が挙げられます。それぞれの手法の概要は以下のとおりです。 

 

【図表 3】贈与・相続・譲渡による承継の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）野村資産承継研究所作成 

 

 実務上は、出資持分の相続税評価額がどの程度か、出資持分のオーナーに資金

需要があるかどうか、今後のイベントで出資持分の評価が下がる可能性があるタ

イミングが予見されるかどうか等によって、個別ケースごとに検討することにな

ります。以下、各手法について補足します。 

 

＜贈与（暦年課税・相続時精算課税）＞ 

 医療法人は配当が禁止されているため、各事業年度の利益が純資産として蓄積

しやすい傾向があります。その点、贈与の一形態である相続時精算課税制度は、

贈与時の価額で評価額を固定できるため、その後の利益の蓄積を評価から捨象で

きるという点で、医療法人の出資持分の承継と親和性の高い方法と考えられます。

ただし、相続時精算課税を選択した場合は暦年課税への後戻りができなくなるた

め、適用の際には十分検討することが重要といえるでしょう。 
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＜相続＞ 

 相続による承継は、生前贈与と組み合わせることで、税額の最適化（最小化）

を計画することが可能です。例えば相続税率 50％のケースを想定すると、50％未

満の税率であれば、贈与で生前に移転したほうが、税額としては有利ということ

になります。 

そこで、相続の発生タイミングや贈与可能時期について一定の前提を置いたう

えで、理論的には、相続税額と贈与税額の合計を最小にするように生前贈与を進

めていくことで、最終的な税額を最適化することができます。 

 ただし、相続のタイミングは事前に予知できないため、メインのシナリオの他

に、いくつかのパターンでシミュレーションしておくことや、別途、生命保険等

の金融商品の活用により、納税資金を確保するための方策を組み合わせること等

も検討すべきと考えられます。 

 

＜譲渡＞ 

 出資持分の売り手に資金需要があり、買い手が取得資金を無理なく用意できる

場合等は効果的な選択肢のひとつとなります。また、相続や贈与は超過累進税率

（財産の評価額が上がるほど税率も高くなる）が適用されるのに対し、譲渡は譲

渡益に対して一律 20.315％の税率5で課税されることから、通常は、財産の評価

額が大きくなればなるほど、贈与・相続に比べて税率面で有利になることが多い

といえます。 

 

③ 医療法人からの払戻 

 オーナーの保有する出資持分について、定款の規定に基づく持分払戻請求権を

医療法人に対して行使し、医療法人から財産の払戻を受ける方法です。オーナー

側では出資持分を換金できるため、個人での資金需要がある場合は選択肢のひと

つとなります。 

 

【図表 4】医療法人からの払戻 イメージ図 

 

 

 

 

 

（出所）野村資産承継研究所作成 

 

この方法における主な留意点としては以下が考えられます。 

 

 
5 ただし、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置（いわゆるミニマムタックス税制）が適用される場合、追加

の税負担が生じる可能性がありますので、出資持分の譲渡に係る譲渡所得が多額となる場合は、留意が必要です。 
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＜医療法人における資金準備＞ 

 医療法人に、出資持分の払戻を行っても事業運営に支障をきたさない水準の余

裕資金が必要となります。 

 

＜払戻の金額について＞ 

 退社に伴う出資持分の払戻金額は、その社員と医療法人との協議による合意に

より決定されますが、払戻金額が相続税評価額6未満である場合、当該相続税評価

額と実際の払戻金額の差が、経済的利益として他の残存する出資者に移転したと

して、贈与税が課される可能性があります。逆に、相続税評価額よりも高い価額

で払戻を行うと、医療法第54条に定める剰余金の配当禁止規定への抵触等の可能

性があるため、実務上は、払戻金額を相続税評価額で調整することが多いと考え

られます。 

 

＜みなし配当課税について＞ 

オーナーの保有する出資持分について、払戻金額が当初の出資額を超える部分

は配当所得とみなされ、所得税等が課されます。みなし配当は総合課税の対象所

得となるため、他の所得と合算のうえ、住民税と合わせて最高税率は 55％となり

ます。そのため、税負担としては、暦年課税による贈与を組み合わせた相続や譲

渡等のほうが軽くなるケースが多いといえます。 

 

＜社員の退社について＞ 

 持分払戻請求権を行使するためには、社員の退社が要件となります。そのため、

社員でない出資者については、そもそも払戻請求権が発生しないということにな

ります。なお、医療法人の社員には、自然人だけでなく非営利法人も就任するこ

とができますが7、法人社員が出資持分を有することについては、厚生労働省の「医

療法人運営管理指導要綱」に「法人運営の安定性の観点から適当でない」旨の記

載があり、その内容を踏まえると、実質的には、持分払戻請求権を行使できるの

は自然人に限られるものと考えられます。 

 

④ MS法人等への譲渡 

 オーナーの保有する出資持分について、オーナー一族（後継者）が支配する MS

法人8等に出資持分を譲渡する方法です。MS法人は持分の買取資金を用意する必要

がありますが、後継者個人に買取余力がない等の場合に選択肢となります。 

 
6 平成 26 年度 厚生労働省医政局「医療施設経営安定化推進事業」として、「持分によるリスクと持分なし医療法人への

移行事例に関する調査研究」が行われており、その調査研究において、払戻金額を算定する以下の 3 つの方法が記載さ

れています。 
① 相続税法上の財産評価基本通達に基づく類似業種比準価額 

② 相続税法上の財産評価基本通達に基づく純資産価額 

③ 時価純資産価額 

7 厚生労働省 医政発 0325第 3号 平成 28 年 3 月 25 日 「医療法人の機関について」 

8 MS 法人とはメディカルサービス法人の略称です。医療機関に対して、不動産、医療機器等の賃貸、経理事務、レセプト

事務の受託等、主として医療機関を取り巻く様々なサービスを提供する会社です。 



 

 

 

Healthcare note No.26-03｜ 8 

【図表 5】M S法人等への譲渡 イメージ図 

 

 

 

 

 

（出所）野村資産承継研究所作成 

 

この方法における主な留意点としては以下が考えられます。 

 

＜買取資金の準備＞ 

 MS法人で出資持分の買取資金を用意する必要がありますが、取得する出資持分

を担保とした借入による資金調達は通常は困難9と考えられます。そのため、既に

必要な資金が手元にある、もしくは出資持分以外の保有資産等を担保にして借入

を行うことができる等の対応があります。 

 

＜M S法人株式の相続税評価額への影響＞ 

 MS法人等が株式会社の形態をとっている場合、医療法人の出資持分取得によっ

て、当該 MS法人株式の相続税評価額も変動することになります。場合によって

は、移転する出資持分の相続税評価額が、そのままMS法人株式の評価に上乗せさ

れるケース10も考えられ、そのような場合は、タックスプランニング上は効果的

ではない可能性があります。 

 

＜売却側のオーナーの課税負担＞ 

オーナーは出資持分売却に伴い、譲渡益に対して所得税等の負担（税率

20.315％）が生じることになります。 

 

(イ) 持分なし医療法人へ移行 

 

① 認定医療法人制度を活用しないで持分なし医療法人へ移行 

 医療法人の出資者全員が出資持分の全てを放棄し、定款変更手続を経て持分な

し医療法人に移行する方法です。医療法人にみなし贈与税の負担が生じますが、

財産権の消失により、その後の承継負担を永続的に解消することができます。ま

た、後述の認定医療法人制度と比較して、法人運営に一定の制限が課されること

もありません。この方法による主な留意点は以下のとおりです。 

 

 

 
9 医療法人の出資持分は配当が出ないため、株式等のように配当を原資とした借入返済計画を立てられないためです。 

10 例えば、出資持分の移転によって MS 法人株式が評価通達上の「株式等保有特定会社」に該当し、純資産価額での評

価を採用しなければならなくなるケース等が考えられます。 
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＜医療法人の課税負担＞ 

 仮に出資者全員が出資持分放棄をし、出資者がいなくなった場合、当初出資額

と放棄された出資持分の相続税評価額との差額が経済的利益として医療法人に

移転したとみなされ、贈与税の負担が生じることになります。そのため、医療法

人は当該課税負担に対応するための納税資金を確保する必要があります。 

 

＜持分あり医療法人への後戻り不可＞ 

 持分なし医療法人に移行した場合、持分あり医療法人への後戻りはできないた

め、留意が必要です。なお、持分あり医療法人と持分なし医療法人は、「財産権の

有無」のみが異なりますので、社員や役員の構成等は特段変更する必要はありま

せん11。 

 

② 認定医療法人制度を活用して移行 

 認定医療法人制度を活用して持分なし医療法人に移行する方法です。前述①の

方法のように、出資者や医療法人に対するみなし贈与税等の負担を生じさせずに、

持分なし医療法人に移行することが可能です。なお、本制度は時限措置であり、

現行制度上は、令和 11年 12月末までに認定を取得した法人12が対象となります。 

 

【図表 6】認定医療法人制度イメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度（認定医療法人制度）の概要」より抜粋 

 

＜認定取得の際の各種要件＞ 

 厚生労働省から認定医療法人として認定を受けるには、所定の要件を充たす必

要があり、当該要件は、認定を取得してから持分なし医療法人に移行後、6 年間

にわたって充足し続ける必要があります。認定要件の概要は図表 7のとおりです。 

 

 

 

 
11 なお例外として、社会医療法人や特定医療法人については、同族外の理事を 3 分の 2 入れなければならない等の制約

があります。 

12 「申請」ではなく、「認定」の期限である点にご留意ください。 
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【図表 7】認定要件の概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）厚生労働省「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度（認定医療法人

制度）の概要」より抜粋 

 

 上記のうち＜運営に関する要件＞の④⑥⑧については、直近に終了した会計年

度の決算数値を用いて充足しているかを判定しますので、もし直近決算でこれら

の要件を充たすことができない場合は、次の決算に向けて要件を充足できるよう、

各種の対応を検討する必要があります。その他の要件については基本的に申請時

において要件を充足していれば問題ありません。運営に関する要件について補足

すると以下のとおりです。 

 

＜法人関係者や株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと＞ 

 法令や通知に具体的な取引が定義されているわけではありませんが、医療法人

に不利に働くような条件での取引や、事業目的に照らして根拠がない取引等が該

当します。同族経営の医療法人においては、関係者や関係者が支配する法人（MS

法人等）との取引が行われているケースが多く、実務的にも重点的に検証すべき

項目といえます。 

 

＜役員に対する報酬等が不当に高額にならないよう支給基準を定めていること＞ 

 支給基準は、具体的には役員報酬規程や役員退職金規程等を指します。また、

役員報酬の金額について不当に高額であるかどうかの判断基準のひとつとして、

実務上は特定医療法人の役員の報酬上限である 3,600万円が参考にされることに

なります。もしこれ以上の報酬を支給して認定を取得したい場合は、追加的な報

酬支給が妥当といえる勤務実態があるかどうか等について、根拠となる資料も添

付したうえで厚生労働省に説明を行う必要があります。 
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＜遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと＞ 

 業務に直接供していない財産（代表的なものとしては現預金や有価証券、貸付

金等）を多額に保有している場合、当該要件に抵触する可能性があります。対処

方法として、現預金を業務用財産（医療機器等）の購入に充てる等のほか、減価

償却引当特定預金の設定等の会計処理上の対応により要件を充足できる場合も

あります。直前決算において要件を充足していない場合、次回決算を迎える前に

対応策を検討し、実行する必要があります。 

 

＜法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽等の事実その他公益に反する事実がないこと＞ 

 申請日の属する会計年度及び直前の会計年度において一定の法令違反13に該当

する事実がある場合は、認定を受けることができません。 

 

＜社会保険診療等に係る収入金額が全収入金額の 80％を超えること＞ 

 美容外科や眼科等の自由診療比率が高い診療科を有する医療機関や、健診事業

や有料老人ホーム等の事業に係る収入比率が高い医療機関の場合、要件の充足が

難しい可能性があります。 

 

＜自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること＞ 

 自費患者に対する請求は、社会保険診療報酬と同一の基準によって計算する必

要があり、その根拠となる規程の整備も必要となります。 

 

＜医業収入が医業費用の150％以内であること＞ 

 保険診療中心の医療機関であれば要件に抵触するケースは多くないですが、仮

に要件に抵触する場合は、本業に係る費用構造の分析や追加投資等を検討し、決

算前に対応する必要があります。 

 

 

４．おわりに 

 

本稿では、持分あり医療法人における出資持分の承継に関して、同族内承継を

前提とした整理を行いました。実務上はまず、医療法人の出資持分の相続税評価

額を把握し、承継する際の課税負担がどの程度かをイメージすることが肝要と考

えます。そのうえで、財産権を維持するのか、あるいは放棄してもよいと考える

か、後継者も交えて議論し、方向性をすり合わせていくことが望ましいといえる

でしょう。 

 

なお、前述したとおり、医療法人の出資持分の相続税法上の評価方法が近年中

に大きく変わる可能性があります。今後は制度の改正動向も踏まえて検討すべき

 
13 医療法人やその理事長が罰金刑以上の刑事処分を受けた場合等が該当します。 
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点についてご留意ください。 

 

本稿が、出資持分の承継について検討する各種関係者のご参考になれば幸いで

す。 

 

【図表 8】持分あり医療法人の同族内承継の検討フロー（ご参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：野村資産承継研究所作成 
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